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厚生労働省 平成２２年通達

歯科技工の海外委託問題に関する厚生労働省２度目の通達
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第169国会 参議員予算委員会
平成２０年２月４日 委員長 鴻池祥肇

【歯科技工の海外委託問題抜粋】

福田 康夫（ふくだ やすお）
自由民主党 衆議院議員 当選７回 初当選1990年
（平成2年） 由民主党総裁（第22代）、1936年（昭
和11年）7月16日生まれ 内閣官房長官（第67～69代）、
沖縄開発庁長官（第41代）、内閣府特命担当大臣（男
女共同参画担当）、内閣総理大臣（第91代）を歴任。
福田赳夫の長男 麻布高等学校 早稲田大学第一政
治経済学部経済学科を卒業

鴻池 祥肇（こうのいけ よしただ）
自由民主党 元参議院議員 当選3回 兵庫県第2区
元衆議院議員当選２回 初当選1986年 1940年11月2
8日生まれ 防災担当大臣（第1次小泉第1次改造内
閣） 構造改革特区担当大臣（第1次小泉第1次改造
内閣） 内閣官房副長官（麻生内閣）などを歴任し2
009年5月13日に辞職 早稲田大学教育学部卒業

舛添 要一 （ますぞえ よういち）
自由民主党 参議院 当選2回 選出選挙区 比例区
初回当選 2001年7月 政治学者 タレント 党参
議院政策審議会長、党新憲法起草委員会事務局次長、
前厚生労働大臣 、福岡県立八幡高等学校 東京大
東京大学法学部政治学科を卒業 ヨーロッパ政治史
を専攻 1979年に東京大学教養学部助教授（政治学）

櫻井 充 (さくらい みつる）
民主党 参議院議員 当選回数2回 宮城県選挙区
医師 1956年5月12日生 初当選1998年（平成10年）
2008年（平成20年）予算委員会野党側筆頭理事 経
済産業委員会委員長 2009年（平成21年）参議院政
策審議会会長 仙台第一高等学校 東京医科歯科大
学医学部卒業 東北大学大学院医学研究科博士課程
修了

【質問】櫻井充 議員

今回問題になったのは、もう一つ、その検査体制な
んだろうと思うんですね。
実を言うと、農薬の問題が随分食の安全という点

で取り上げられておりますが、実際もっと問題のあ
るものが入ってきているんです。
例えば、これ、テレビを見ている皆さんは化学物

質過敏症という病気を御存じでしょうか。私は化学
物質過敏症の患者の一人です。私は新築の住宅に入
れません。新車に乗れません。それから、例えば家
庭で使っている、うちの娘などが使っていた寝癖直
しがあるんですが、スプレーがあるんですが、それ
を吸うとせきが止まらなくなって、娘にやめてもら
いました。
今、そういう患者さんたちが増えています。実際

のところ、それはせきが出たりとかいわゆるぜんそ
く様の発作が起こるものですから、子供たちがそう
いう病気になると基本的にはアトピー型のぜんそく
だという形で治療されています。しかし、私のとこ
ろの外来に来てくれた人たちや私の周りの人たちは、
化学物質をやめてもらった途端にそういった症状が
止まっています。じんま疹が出ている人たちもいま
す。私の場合には、中枢神経系の症状が強く出てく
るので、僕は目まいがするとかふらつくとか体がだ
るくなって実は動けなくなったりします。
僕は全部中国製を悪者にする気はありませんが、

中国製の足温器を使って実は化学物質過敏症になっ
た患者さんがいらっしゃいます。つまり、今危ない
のはそういった食べ物だけではありません。
今、化学物質過敏症のところを、ちょっとこれ、

皆さん見ていただきたいんですが、（資料提示）多分、
体調不良を訴えてよく原因が分からないという方い
らっしゃると思います。まあ一応、私も内科の医者
の端くれでございまして、もし何か不安があればそ
れはお尋ねいただければ幾らでもお答えしたいと思
いますけれども。
ここの中でポイントになるのは、化学物質過敏症

というのは実は空気から入ってくるのがほとんどで
ございます。特にその中の室内の空気汚染でして、
これ若干古い数字でありますが七十四人、約半分の
方が何らかの住宅関連です。
特に最近私の感覚でいうと増えてきているのは、

シックハウス対策がそれなりに取られてきているの
で、むしろ家庭内での薬品の使用ですね。例えば、
芳香剤であるとかそれから防ダニ、それからあとは
抗菌処理剤でしょうか、それからこういう嫌なにお
いを消しますよとか、そういったものによってせき
が止まらなくなってきている子供さんたちを実は多
く経験しております。
それだけではなくて、大気汚染のほかに、ここか

らポイントなんですが、百四十四例のうち入れ歯と
いう方が二例いらっしゃるんです。食べ物での報告
はありませんが、基本的に申し上げると、要するに
何が原因かよく分かっていないからですけれども、
問題は入れ歯の方が二例いらっしゃるということな
んです。
今、歯科の技工物がどういう扱いを受けているの
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かというと、雑貨ということになっておりまして、
日本国内だけでも、歯科業界もこれは本当に大変な
ことになっていて、技工物そのものを中国にお願い
して作ってもらっている現状がございます。
ところが、これがノーチェックなんですね。なぜ

かというと、技工物は雑貨なんです。口の中に入れ
て病気になるかもしれないものが雑貨で扱われてい
るので全くチェックされておりません。この点につ
いて、舛添大臣、どうお考えでしょう。

【答弁】舛添要一 厚生労働大臣

最近、歯科技工物、これは人件費が安いというこ
とで海外で作られている例を私も歯医者さんから聞
きました。
やっぱりこの安全性ということ、それは四六時中

口の中に入っているものですからそれはきちんとす
べきだというふうに思っておりまして、具体的に、
平成十七年の九月の八日に厚生労働省から、国外で
作成された補綴物などの取扱いについてということ
で、歯科医師に対して注意を喚起し、十分な情報提
供を患者さんに行ってくださいと、そして患者の理
解と同意を得て、そしてこの良質かつ適切な歯科医
療を行うように指示を出しているところであります。
その後、今の委員の指摘をお受けいたしましたん

で、更に調査をし、この法制面を含めて、こういう
ことは雑貨扱いであれば国民の健康を守れないとい
うことであれば、しかるべき手を早急に検討して打
ちたいと思います。

【質問】櫻井充 議員

ありがとうございます。
本当に口腔内に何が入っているかによって全然違う
んです。しかも、多分、国民の皆さんは、口の中の
詰め物で具合が悪くなっているなんて思ってないと
思うんですよ。今、本当に訳の分からない病気が増
えてきていて、みんな不定愁訴と言っていますけれ
ども、そうすると現場でどうなるかというと、自律
神経失調症だとか、それからうつだとか、そういう
病名だけ付けられて、本当に気の毒、御苦労されて
いる患者さんがいっぱいいるわけですよ。ですから、
そういう点で考えてみても、この辺のところをきち
んとやっていただきたいと、そういうふうに思いま
す。
その上で、歯科技工士さんたちがどれだけ苦しい

のかということをまず、ちょっとお話だけしておき
たいと思いますが、これは歯科技工士さんたちの年
齢の分布です。（資料提示）これを見ていただくとお
分かりですが、二十五歳未満の方々が毎年毎年減っ
てきています。これはなぜかというと、余りに仕事
が厳しいからです。歯科技工学校がつぶれています。
それから、学校で募集しても定数に足りないところ
がほとんどです。卒業されても、一〇％程度の人し
か技工士さんになりません。あとは金属の加工とか、
そういうところに行った方がはるかに処遇の面でい
いから、そうなってきています。
そうすると、今現在二五％ぐらいを占める五十歳

以上の方々がお辞めになると、日本の歯科医療の根
幹を支えているところが根底から揺らいでくるとい
うことになっていくわけです。これも実を言うと、
医療費の抑制政策がこういうところにも来ているん
です。今まで看護師さんであるとかいろんな人たち
が取り上げられてきましたが、技工士さんのところ
取り上げられてきていませんけれども、この業界も
めちゃくちゃ大変です。この点について大臣、どう
御認識されているでしょう。

【答弁】舛添要一 厚生労働大臣

これ、全体の医師不足の問題ともかかわりありま
すけれども、やはり養成に五年、十年と掛かる。そ
ういうときに、長期的な計画を立ててこの定員をど
うするかということを考えないといけない。昭和五
十年代に歯医者の技工士の方が多過ぎるという要望
があったようなことも聞いております。そういうこ
とから抑制路線を取ってきた。そして、今処遇の問
題、待遇の問題もありますんで、今おっしゃったよ
うに定員割れをしている状況です。
それから、まあ治療よりも予防という方向の転換

もありますけれども、今のようなことはきちんとし
て、それはこれから高齢化社会になって、例えば義
歯、入れ歯ということのこの需要も高まりますし、
また治療ということは当然行われないといけない。
その根幹である技士の方々の不足ということを来し
ては駄目だと思いますんで、これ、長期的な観点か
らも今医療ビジョンを作成し直そうと思っています
んで、そこでもこれはきちんと取り上げさせていた
だきたいと思います。

【質問】櫻井充 議員

ありがとうございます。
いずれにしても、この最大の問題は、医療費をず

っと削減し続けてきたこと、抑制し続けてきたこと、
必要なところに結局はお金が付いていないことが原
因なんだろうと、そう思います。
ですから、これ総理、改めて総理の御決意を僕は

お伺いしたいと思いますよ。後で自民党の議員もい
かに医療費が圧縮されてきたかということをこれ質
問されますけれども、もうそういう時代ではないわ
けです、これは。これは与野党関係なしに取り組ん
でいかなければいけないことだし、先ほど総理は経
済財政諮問会議の言いなりにならないんだと。経済
財政諮問会議は公的給付を抑制しろばっかり言って
きているわけです。こういう声を聞かないで、本当
にもう一度見直していただいて、医療費を大幅に増
額していただきたいと思いますが、総理、いかがで
すか。

【答弁】福田康夫 内閣総理大臣

医療費の重要性というのは十分認識しておるつもり
でございます。日本の限られた財政事情というよう
なこともございますから、それは、じゃ幾らでも増
やさなければいけないという、そういうことに直結
するわけじゃありません。全体のバランスを見て考
えていかなければいけないと思います。
しかし、医療、今は、今は世界一の長寿国だ、し

かし、来年、再来年どうなのかということもありま
す。やはり将来、そういう水準というものを、良い
医療の水準を維持できるかどうかというのは、やは
りこれも考えていかなければいけないということで
あります。ただ、この医療費を予算を増やすとかい
うことになった場合に、国民の負担はどのぐらいに
なってくるかということも当然考えなければいけな
いわけでありますので、そのバランスも取らなけれ
ばいけない。
そういう意味において、ただいま社会保障につい

ての検討会議を開催いたしまして、これは国民会議
と私ども申し上げておりますけれども、各班の方々
にお集まりいただいて、将来の社会保障、もちろん
その中に医療もございますけれども、そういうもの
はどうあるべきか。当然、負担があるから負担との
兼ね合いで考えていかなければいけないというのは
これ当然のことでございますので、そういうことに
ついて十分な議論をしていただきたい。そして、早
急に考え方を取りまとめて、それを具体化するとい
うような手はずを整えておるところでございますの
で、でき得れば、そういうような議論について民主
党の皆さん、野党の皆さんにも御参加をいただいて
議論をしていただくというのがよいのではないかと
いうように思っておりますので、よろしくお願いし
たいと思います。
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第１７４国会 衆議院厚生労働委員会
平成２２年３月３１日 委員長 藤村 修

【歯科技工の海外委託問題抜粋】

委員長 藤村 修

藤村 修 （ふじむら おさむ）

民主党 衆議院 大阪府7区 当選回数 6回

（衆議院6回）初当選年 1993年 1949年11月

3日生まれ 60歳 衆議院厚生労働委員会 野党筆頭

理事 衆議院 文部科学委員会委員民主党大阪府連

代表代行・国会議員団長 民主党大阪府第7区総支部

総支部長 千里第二小学校→ 吹田第一中学校 →豊

中高校→広島大学工学部卒業

足立信也 （あだち しんや）

民主党 参議院 大分県 当選回数 1回（参議院1

回）初当選年 2004年 1957年6月5日生まれ52歳 医

師 医学博士 厚生労働大臣政務官 行政監視委員

会理事 厚生労働委員会委員 政治倫理の確立及び

選挙制度に関する特別委員会委員副幹事長 政策調

査会副会長 民主党大分県連代表代行 大分市立上

戸次小学校 大分市立戸次中学校 大分県立大分舞

鶴高等学校 筑波大学医学専門学群卒業

水野智彦 （みずの ともひこ）

民主党 衆議院 南関東ブロック 当選回数 1回（衆

議院1回）初当選年 2009年 1956年1月25日生まれ 5

4歳 歯科医師 歯学博士 厚生労働委員会・消費者問

題特別委員会 千葉県勝浦市にて水野歯科医院を開

設 東邦大学付属東邦高校 城西歯科大学卒業（現:明

海大学歯学部）

民主党 水野智彦 議員

足立信也 厚生労働大臣政務官
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【質問】水野智彦議員

ほかでも取り上げられているかと思いますが、海

外からの歯科技工物の問題について、政務官にお伺

いしたいというふうに考えております。

歯科医療技工物は、咀嚼機能の回復のみならず、

話すことや審美的要素など、社会的生活を営む上で

重要な人工臓器として、長期にわたり口腔内に装着

されているものであります。したがって、歯科医療

技工物は、薬事法に規定されている材料基準に基づ

き、歯科技工法で定められた安全基準を満たした施

設で、歯科医師、歯科技工士が安全と質の担保を図

りながら作製しているものです。

ところが、海外技工物はこれらの基準が全く問わ

れていないため、このまま放置されれば、我が国の

安全性と質が担保されている医療保険体制そのもの

が根底から崩れる可能性が否定できないと私は思っ

ております。長妻厚生労働大臣も、海外技工物の具

体的な基準作成、問題の背景にある構造的な問題の

有無についての実態把握に努める旨の発言をされて

おります。

また、今月９日付で日本歯科医師会から足立政務

官あてに、海外への歯科技工物等の委託に関する日

本歯科医師会の考え方というものが提出されている

と聞いております。この文書によると、関係５団体

が歯科技工物に関して厚生労働省と連携を図る旨合

意がなされたというふうに聞いております。

内容についてはここでは省略させていただきます

が、その内容の中に、一部なんですが、民主党イン

デックス２００９医療政策の提言に基づき、歯科補

綴物のトレーサビリティーの確保を構築するため所

要の検討をする等、考えが提示されているというふ

うに聞いております。

私もですね、歯科医師として、患者に対して安全、

安心な歯科医療を提供するという観点から、今お話

がありました歯科医師会の考え方を受けて、厚生労

働省として取り組んでいく必要があるのではないか

というふうに考えておりますが、この根本的な解決

に向けて、今後どのような対応をお考えなのかとい

うことを足立政務官に御質問させていただけたらと

いうふうに思っております。

【答弁】足立信也 厚生労働大臣政務官

数年前から民主党でも、歯科補綴物について、特

に輸入物について、この材料についてかなり問題が

あるのではないかという指摘は各委員がしてきまし

た。そして今回、ベリリウムのこともあって、さら

にその問題を深く検討しているということになるわ

けです。

基本的に、義歯などの歯科補綴物はオーダーメー

ドで作製される、そして歯科医師が海外に注文する

場合は個人輸入するという仕組みになっているわけ

ですけれども、今までどういうふうなことを厚生労

働省としてやってきたかといいますと、使用材料の

安全性に関する情報を患者さんに十分提供するよう

継続的に周知する。これは平成１７年以降でござい

ます。それから第二に、国外における歯科補綴物の

材料に関する分析や流通実態に関する研究を実施し

ていまして、ことしの５月にそれがまとまる予定で

ございます。

今後、先ほど御案内がありました。私に対する要

望もありました点も踏まえて、第一段階として、歯

科医師が国外へ歯科補綴物の作製を委託する際に指

示する内容、これは基準ですね、作製場所や使用材

料等について基準を作成、周知する。これは、早け

れば、きょう、これを出す予定です。それから二番

目に、先ほどトレーサビリティーの話がありました

が、10月末ぐらいを目途に、トレーサビリティーが

確保されるような、歯科医師が遵守すべき事項を、

これまた作成して周知したい、そのように考えてお

ります。

【質問】水野智彦 議員

ありがとうございました。これは私のあくまでも

私見というか思いなのでございますけれども、やは

り海外技工物は薬事法の医療品対象に、材料は薬事

法基準に、そして作製については歯科技工法に準じ

た取り扱いにできるよう希望をしておりますけれど

も、その辺の見通しについては、政務官、どのよう

にお考えでしょうか。

【答弁】足立信也 厚生労働大臣政務官

議員の意見も踏まえながら検討してまいります。
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第１７４国会 衆議院消費者問題に関する
特別委員会

平成２２年４月７日 委員長 末松義規

【歯科技工の海外委託問題抜粋】

委員長 末松義規

公明党 古屋範子 議員

福島瑞穂 内閣府特命担当大臣

末松義規 （すえまつ よしのり）
民主党 衆議院 東京都 19区 当選回数 5回（衆
議院5回） 初当選年 1996年 1956年12月6日生５３歳
民主党本部の文化団体局長、国際局副局長、国民運
動委員会副委員長、東京都第１９区総支部長 税制
調査会副会長 新型インフルエンザ対策本部事務局
長代理 拉致対策本部役員 東京都連選対委員長
衆議院青少年問題に関する特別委員長、消費者問題
に関する特別委員長、日韓からアジアの新機軸を考
える会会長 環境委員 福岡県立東筑高等学校 一
橋大学卒業、米国プリンストン大学大学院修士号取
得

福島瑞穂 （ふくしま みずほ）
社民党 参議院 比例区 当選回数 2回（参議院2回）
初当選年 1998年 1955年12月24日生まれ52歳 弁護
士 第3代社会民主党党首 内閣府特命担当大臣（消
費者及び食品安全担当大臣 少子化対策担当大臣
男女共同参画担当大臣） １９８４年 司法試験に合
格弁護士登録 第2東京弁護士会所属 宮崎県日南市
立飫肥小学校 宮崎大学教育学部附属中学校（現・
宮崎大学教育文化学部附属中学校） 宮崎県立宮崎
大宮高等学校 東京大学法学部卒業

古屋範子 （ふるや のりこ）
公明党 衆議院 比例区南関東ブロック 当選回数3

回 初当選2003年 1956年5月14日生まれ ５３歳

衆議院厚生労働委員会理事 消費者問題特別委員会

理事 公明党幹事長代理 女性局長中央幹事 神奈川

県本部副代表 政務調査会副会長 厚生労働部会部

会長代理 内閣部会副部会長 社会保障制度調査会

副会長社会保障制度調査会介護保険制度委員長 少

子社会総合対策本部事務局長 男女共同参画社会推

進本部副本部長 早稲田大学第一文学部卒
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【質問】古屋範子 議員

歯科の補てつ物の問題について伺って参りま

す。先日もテレビ番組で取り上げられました。近

年国外からの輸入品の事件、餃子の薬物混入、歯

磨き粉による死亡事件、玩具やインテリアなどの

有害塗料や鉛の検出など、想定されていなかった

健康被害の実例が相次いでおりまして、国民の安

心と安全が脅かされております。そしてまた、最

近なんですが国民の健康を守る上で、大変重要な

口腔医療の現場で、入れ歯や歯の詰め物など、歯

科医療用の補てつ物について中国など国外で制作

されたものが使用されておりまして、何の検査も

受けていない。そして輸入をされ、患者が知らな

い間に使われているという、こういう事例が増加

しております。

この事件は２年前にも、米、オハイオ州で中国

製歯科補てつ物に鉛が含まれていることがわかり

まして、米国で大きな騒動となりました。米国の

ＦＤＡでは迅速に輸入禁止などの措置をとってお

ります。この時も海外からの歯科技工物は雑貨扱

いで、輸入量の具体的データはない。歯科医師や

技工士が安価な中国製品を個人輸入で使っている

という可能性が指摘をされました。

そうして今回新たに中国から取り寄せた歯科技

工物について、テレビ局が独自に専門機関に依頼

して分析を行ったところ、歯科合金として日本で

は使用が禁止されている、発がん性があるベリリ

ウムが検出されたことがテレビで報道されており

ます。大臣、こうした事実の把握と、この問題に

対するご認識をお伺いしたいと思います。

【答弁】福島瑞穂 内閣府特命担当大臣

私もこれ、報道で見て、以前ですがびっくりし

ました。ご質問の歯科補てん物は歯科医師の責任

のもと、患者の歯の状態にあわせオーダーメイド

で作られ、必要に応じて海外で作成されたものが

歯科医師により輸入されて用いられていると聞い

ております。

この海外で作成された歯科補てん物については

所轄省庁である厚生労働省においてこれまで具体

的に使用可能な材料の明確化、有害成分の含有す

る材料の使用の防止、治療に当たり歯科医師が患

者に対して材料の内容や安全性等について十分情

報提供することなどの安全確保の取り組みが行わ

れていると聞いております。ほんとに使用可能な

材料の明確化をしているかどうか、きちっと厚生

労働省に対して、質して、さらなる取り組みを徹

底していきたいと考えております。

【質問】古屋範子 議員

私共も歯科医院にまいりますと、いったいいか

なる成分のものが自分に詰められるのか、これは

推し量ることができない訳であります。特に今回、

問題が口の中という、直接まあ、生命と関わる箇

所の問題であります。このＷＨＯの下部組織であ

ります国際がん研究機関によりますと、このベリ

リウムは発がん性がありまして、細かい粒子を吸

い込むと肺が侵され、健康被害を生ずる恐れがあ

ると指摘をしております。日本では２５年前に歯

科合金への使用を禁止しておりますが、こうした

有害な物質が口の中に長時間にわたって入ってい

るということは非常に危険なことであることに間

違いありません。

これまで厚生労働省が海外の技工物の使用につ

いては歯科医師の裁量に任せています。その歯科

医師が有害物質が入っているとは知らず、海外か

ら輸入した詰め物を患者の口に詰めてしまう。一

度口に入ってしまえば、おそらく何年、あるいは

それ以上、そのままになっている訳です。どれほ

ど有害なのか、現状ではわからず、非常に深刻な

問題であると考えます。

しかし、厚生労働省は厚生労働科学研究の中で

昨年３月に報告書を出しております。特に問題は

ないとしております。これについて厚生労働大臣

は２月９日記者会見をしておりまして、どこまで

広がりのある問題なのか含め、この結果をもう一

度分析しながら必要な追加調査をやっていきたい

と述べています。

福島大臣、この発がん性のある有害な金属が入

った歯科技工物が中国で作られ、日本に入ってき

て日本の患者に使われている。非常に大きな問題

であると思います。私は国民の健康を守り患者の

安全確保のために、この歯科補てつ物の等の輸入

取扱いに関する法整備を早急に行うべき、このよ

うに考えます。もちろん厚生労働省の所轄であり

ますけれども国民の生活に直結する問題でありま

す。消費者庁の大臣として、国民の生命を守るた

めにも厚労省に対して、それを重く受け止めて、

海外の輸入歯科技工物についての早急な検討を促

すべきであると思います。如何でしょうか。

【答弁】福島瑞穂 内閣府特命担当大臣

おっしゃるとおりです。意を強くして、より強

く、厚生労働省に、これは有害物質で発がん物質

が口の中にある事態は大変問題ですので、そうゆ

う物を輸入しないように、あるいは輸入するとし

たら、輸入できないようにするためには、いった

いどうしたらいいのか、ということも非常に重要

ですので、早速、厚生労働省に、質すというか、

取り組みについて協議をし、どうゆう形か改善を

必ず図っていきたいと思っております。

古屋範子 議員

是非、声を大きくして、厚生労働省に働きかけて

いただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。
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阿曽沼慎二 （あそぬま しんじ）
厚生労働省医政局長

原 早苗 （はら さなえ）
昭和４８年３月 山口大学文理学部社会学専攻科卒業 ４

月（株）阪急百貨店入社 昭和４９年６月 （財）消費

科学センター事務局勤務 平成１３年４月 埼玉大学経済

学部非常勤講師 １１月 金融オンブズネット代表 平成

１６年 ４月上智大学経済学部非常勤講師

平成２０年 ６月 消費者機構日本常任理事 現在消費者

行政推進会議委員、 国民生活審議会委員、 金融審議会

委員 内閣府消費者委員会事務局長

吉井英勝 （よしい ひでかつ）

共産党 衆議院 近畿ブロック 当選回数 8回（衆

議院7回/参議院1回）初当選年 1990年 1942年12月19

日生まれ 67歳 京都大学工学部原子核工学科卒

経済産業委員会、消費者問題特別委員会 共産党中央

委員、党経済産業部会長 国会議員団原発エネルギ

ー問題委員長(2001年1月～)、原油高騰問題対策委員

会委員長(2007年11月～)、党消費者問題対策委員会

責任者（09年～）

阿曽沼慎二 厚生労働省医政局長

原 早苗 内閣府消費者委員会事務局長

共産党 吉井英勝 議員
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【質問】 吉井英勝 議員

ベリリウムの入った歯科医療用の補てつ物について伺
いたいと思うんですが、まず、ベリリウムというのはＷ
ＨＯの下部機関であるＩＡＲＣより発がん性があるとされ
ておりますが、厚労省がですね、義歯などにベリリューム
や鉛が混入されることにより健康被害が生じることを防止
しなければならないと、政府参考人に先に伺っておきます
が、この問題を認識するようになったのはいつからですか。

【答弁】阿曽沼慎二 厚生労働省医政局長

ＷＨＯが設立しました研究機関であります国際がん研究
機関ＩＡＲＣでベリリウムについて人に対する発がん性
が認められる物質として分類しているところでございま
す。それで、安全性の問題でございますが、国外で作成さ
れた歯科補てつ物の安全性につきましては平成１７年９月
以降、国外で作成された歯科補てつ物を使用する場合に、
使用材料の安全性に関する情報を患者に充分提供するよう
にということで継続的に周知はかってきているところでご
ざいます。ただ、現実に補てつ物にベリリウム等の成分
が含有されていたとうことに関しまして本年２月の報道機
関の独自調査により情報を把握したということでございま
す。

【質問】 吉井英勝 議員

鉛についてアメリカのＡＤＡですね、米国歯科医師会の
研究報告の発表は今年の３月６日ですが、鉛の検出が問題
になったのは２年前の２００８年２月末。それからベリ
リウムについては、もう６１年前に危険だとわかってい
た訳ですね。これは１９４９年アメリカのエネルギー省が
安全基準を定め、それに伴ってアメリカでは厚生労働省労
働衛生局がですね、１立法メートルあたり、２マイクログ
ラムと基準を定めたんですね。しかし、さらに、１９９８
年には１０倍に基準を強化して、０.２マイクログラム、
１立法メートルあたりに引き上げものですね。ですから
ベリリウムについては歯科の分野では１９９７年に慢性
ベリリウム症にかかる歯科技工士の問題が明らかになっ
て、もう１３年前ですね。ＯＳＨＡ米国労働安全衛生庁が
歯科技工所でのベリリウム曝露による健康障害を防止す
る通達を公示したのが８年前の２００２年８月のことで、
危険性というのはかなり早い時期からわかっていたと思う
のですが、どうですか。

【答弁】阿曽沼慎二 厚生労働省医政局長

お答え申し上げます。ベリリウム自体については国内
では製造することが禁止をされておりまして、歯科材料に
は用いることは禁止をされております。昭和６０年の通知
でそうゆうことになっておりました。私どもとしては国内
で禁止をされておりまして、海外から輸入される物につい
ての安全性ということについて、いろいろ状況把握はして
おりましたが、そう有意味で現実に問題があるとゆうこと
については承知をしておりませんでした。

【質問】 吉井英勝 議員

国内では１９８５年からというお話ですが、２５年前で
すね、しかし、実際は６１年前からベリリウムの危険と
いうのはわかっていたんです。で、この１９４９年の問題
というのは原子炉の炉材料などに使う。ベリリウムとい
うのはアルファエヌ反応というのがあるんですが、要する

に反射体として役割を果たし原発の中性子の減速材として
の、減速させる効果があるということで使われていて、そ
の作業に当たっていた人たちが、随分ベリリウムによる
傷害を受けているんですね。そうゆう物を同じように使う
というところが、例えば歯科技工士の方たちもそうですし、
歯科医の方たちもそうだし、それを埋まれる消費者の患者
さんもそうです。ベリリウムが含有する合金の鋳造、研
磨、仕上げの段階で吸引して、深刻な肺疾患になる訳です。
被爆してから、かなり、２０年とか長期間経てから発症す
るという点では石綿被害と類似しているんですね。歯科技
工所の職員に発生している事も今では伝えられております
し、ベリリウム粒子が皮膚の中に蓄積されて皮膚を損傷
するとか、アレルギー反応を起こす人などが紹介されてお
りますが、問題は厚労省としてＩＴ販売などを通じて海外
から輸入されてくるベリリウムが含まれた歯冠義歯、ブ
リッジ、部分義歯構造物など、歯科医療用補てつ物を規制
して、消費者の安全を守る処置をとる必要があると思うん
ですが、ＩＴ等による輸入の、雑貨物にしろ、あるいは医
療としての義歯という扱いにするにしてもベリリウムの
検査をきちんとやっているのかどうか、伺います。

【答弁】阿曽沼慎 厚生労働省二医政局長

あの、国内では、歯科の材料としては禁止をされており
ます。したがいまして国内で製造される義歯につきまして
はそうゆう問題はないものと承知をしておりますが、最近
海外に発注をして、歯科補綴物を作るというケースがござ
います。それは薬事法上個人輸入という扱いになりますけ
れども、その際にベリリウムが入っているケースがある
んではないかという報道がなされました。したがいまして
私どもとしては今後速やかに対応しなければならないとい
うことで、第一段階といたしまして、今年の３月に歯科医
師が国外に歯科補綴物の作成を委託する場合にはその指示
する内容について、作成の場所であるとか、使用材料に関
する基準を作成し、周知をしたところでございます。

【質問】 吉井英勝 議員

私が聞きましたのは検査をしたんですかという話なんで

す。要するに一遍の通知を出すだけだったら「お不動さん」

のお参りと一緒なんですよ。そうゆうことでは話にならな

い訳です。医療用技工物というのは咀嚼機能の回復維持、

それから話すこと、審美的要素など、社会生活を営む重要

な人工臓器なんですね。それを長く口腔内に装着されると

いうことですから、日本の法律では薬事法等に基づいた材

料基準に従っているということで、ベリリウムを禁止して

るということですね。歯科技工士法で定められた安全基準

を満たした施設で、歯科医師と歯科技工士が安全性と質を

きちんと担保して作成すると、こうなっている訳なんです

ね。ＷＨＯが発がん性ありとし、薬事法で使用ができない

有害なベリリウムが１.３％など混入している金属製の

歯冠が、日本では販売禁止なのに、日本の業者が海外の流

通行業者などにベリリュームを販売し、その業者が歯科技

工士でもない歯科技工専門業者に販売する。ベリリウム

を入れる柔らかくなって作業がやりやすくなるというんで

すが、日本の安売り歯科医院の発注をインターネットで受

けて製造すると、そしてこれが入ってくる。その結果日本

の国民がベリリウムによって発がんする危険におかされ

ている訳ですね。ですから、すでに全国保険医団体連合会

は２００７年に海外委託技工物実態調査をはじめて、２年
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前の、２００８年秋に、最近では今年３月４日に厚生労働

省に申し入れを行っていますが、ベリリウムは、原子番

号４で、さっきも言いましたように原子炉の中で中性子反

射減速に使う材料としてもともと使われてきた物です。消

費者担当大臣として私は、やはり、この補てつ物としての

役割、その重要な意味とともに、まず、現状実態把握をし

てですね、もともとこの消費者庁ができたと言うのは、す

き間事案をなくそうというところから始まっている訳です

から、すき間事案においとったら何のために消費者庁を作

ったのかということになってしまいますから、まず、そう

ゆう実態調査を行うということは大臣として大事だと思い

ますが、伺います。

【答弁】福島瑞穂 内閣府特命担当大臣

はい、おっしゃく通りで、消費者庁としてこの問題にき

ちっと対応してまいります。実態調査を消費者庁がするの

か厚生労働省にしていただくのか今後の判断ですが、消費

者庁として、担当大臣としてこの問題の実態把握と今後、

日本で禁止されている物が、歯の詰め物というか、使われ

ないように対策を講じていきたいと思っております。

【質問】 吉井英勝 議員

薬事法違反のベリリウムなのに、歯科技工士としての

資格のない人が、海外でならベリリウムなどを含む歯冠

義歯などを作ってもいいと、そして、その輸入は関税法上

の、まあ、医療法上の義歯ということですが、事実上雑貨

扱いみたいにして、入ってきているわけですね。それを装

着する治療は問題にならないという扱いはおかしいと思う

んですね。これ、すき間事案として曖昧にしちゃ、ほんと

に何のための消費者庁設置だったのかということになって

しまう。

ですから、消費者担当大臣として厚労大臣と協議して進

めていただきたいのは消費者の安全を守るために安易に海

外技工を認めてしまった２００５年９月８日の通達を撤廃

すると言うこと。海外技工物、補てつ物を薬事法の医療品

の対象として、新たな輸入技工の作成基準と言いますか、

ガイドラインづくりではなくて、材料は薬事法の基準に合

うもの、技工物の作成は歯科技工士法による資格を持つ者

が取り扱う、こういうことをきちっとやってですね、そし

て対処していかないと、ほんとにこの分野での消費者の安

全というのは守れないと思うんです。

そのために必要ならば海外技工問題の根本解決を図るた

めに医療関係者はもとより消費者である患者、その他、法

律の専門家なども含めてですね、場合によっては何で安い

からというだけで海外に行くとなれば、歯科の診療報酬を

含めて問題があるならば、やはり総合的に考えて行くとゆ

うことが私は必要だと思うのですが、福島大臣のお考えを

伺っておきます。

【答弁】福島瑞穂 内閣府特命担当大臣

重要な点についてご指摘をいただいたというふうに思っ

ております。この点については、厚生労働大臣ともきちっ

と協議をし、対応をきちっとしていきたいと考えて行きた

いと思います。

【質問】吉井英勝 議員

それで、歯科医院や歯科技工士はですね、使用する材料

について、ベリリウムや鉛が混入していないことを、勿

論、確認する必要があるわけなんです。これは法律によっ

て決められておって、国内ではそれはやられている訳です

ね。

ところが海外業者への電話発注やインターネット販売で

はそもそも材質検査ができていない物が、まあ、義歯とい

う扱いになっていますという話もありますが、事実上、雑

貨扱いで入ってきて、別に検査機関を通さないで、有害材

料や有害な歯冠を購入してもかまわないという事になって

いるのは、ほんとにおかしいと思うんです。

ＩＴ取引の増加というのは今の傾向としてあるわけです
が、増加と規制緩和で無防備な消費者への被害が増えてい
るというのが実態です。この例のようにＩＴで発注して海
外から輸入する例というのが増えいいる訳ですからやはり
３月３１日の通知文書にいう消費者によく情報を知らせな
さいとか、海外技工所に発注するときには仕様についてき
ちんと示しなさいという、こうゆう申し入れ程度の文書だ
けではなくてですね、歯科技工士法違反状態も海外だった
らＯＫというのもおかしい訳ですか、ＩＴ取引で入ってく
る物について、やはり，輸入物についての品質についての
検査ですね、そういう物をきちっとやって、消費者の安全
をほんとに守るということが今必要な時だと思うんです。
ＩＴ取引では数量が少ない小規模な医薬品，材料、食品、
時には麻薬まで、インターネット取引で入ってきても輸入
検査はなかなかきっちりできないという問題があって、被
害が増えている時ですから，やはり、このＩＴ取引による
輸入品の検査態勢の強化を政府としても確立するとゆうこ
とが大臣として必要ではないかと思うんですが、これにつ
いては同時に消費者被害防止という立場で、消費者委員会
でも深い研究検討をしていただきたいと思いますが、大臣
と消費者委員会の方から伺って行きたいと思います。

【答弁】福島瑞穂 内閣府特命担当大臣

インターネット取引などにより、海外から日本に輸入さ
れる歯科補てん物や医薬品について、国内で作られた物と
同様にその安全性の確保や消費者への充分な情報の提供が
図れることは当然であり、重要だと考えております。この
ため海外から輸入される歯科補てん物や医薬品の安全確保
対策が徹底されるよう厚生労働省に求めて行きます。

【答弁】原 早苗 内閣府消費者委員会事務局長

お答えいたします。この問題は以前からかなり安全の分
野では大きい問題でした。今、ご指摘がありましたように、
消費者にとっての安全問題というのは大変大きい課題だと
いうふうに消費者委員会でも認識をしておりますので、今
のご提言をふまえて、消費者委員会でも、まず、消費者庁
が実態調査に入られるということでしたので、そちらでの
調査を待ちながら、随時意見を述べる機会があれば述べて
行きたいという風に考えて、安全の確保を図って参りたい
と思っております。
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歯科技工の海外委託問題が爛漫！
厚生労働省だけではない、
国民＝患者＝消費者を守るために、
衆議院消費者問題に関する特別委員会でも質疑。

衆議院消費者問題に関する特別委員会で、２０１０年４月７日、公明党の古屋範子議員と

日本共産党の吉井英勝議員により、海外委託の問題について質疑が行われた。今日まで、

厚生労働委員会では度々論戦を展開されたが、消費者庁に関わってこれ程までに熱の入っ

た審議は始めてかと思う。それ程、先のＴＢＳテレビ特番放映は立法にもショックを及ぼ

し、如何に影響が大きかったかの実証である。

福島瑞穂消費者及び食品安全担当相 は、使用金属の発がん性の危険について、使用材料の

検査の徹底を厚生労働省とともに「輸入物であっても国内と同様の安全の確保は当然だ」

との意向を示し、「実態調査を踏まえ、法整備や基準作りも含め協議して改善を必ず図る」

旨の明言をした。厚生労働省阿曽沼慎二医政局長 は、ベリリウムについては寝耳に水のよう

で、ＴＢＳ－ＴＶで初めて知り、今まで検査もしなかったことを事実上認めた。

特筆すべきは、日本共産党の吉井議員の発言。「消費者担当大臣として厚労大臣と協議し

て進めて頂きたいのは、消費者の安全を守るために、安易に海外技工を認めてしまった２

００５年９月８日の通達を撤廃するということです」又、「材料は薬事法の基準に合う物、

技工物の作成は歯科技工士法による資格を持つ者が取り扱う」という私どもの主張に近い

論点を述べていることである。

この点では、３月３１日、衆議院厚生労働委員会での質疑で、民主党水野智彦議員が足

立信也厚生労働大臣政務官に対する質問の中での内容と全く同一。

検査、調査、研究、基準作り、法整備、薬事扱い、医療法に明示も結構、現行法である

「歯科技工士法」がどういう趣旨と目的で制定されたのかを考えて欲しい。それは時代が

変わろうが、政権が変わろうが、国民の安心・安全の確保のために日本国憲法に準拠して、

立法で成立させた立派な「法律」である。歯科技工士が勝手に作った法律ではない。

法律の解釈は恣意的あまた、しかし信を国民において考えた場合、現在の様なでたらめ

が法の下に通用すること自体、業界の、またそれを管理監督する行政庁の「恥」と考えず

して何とするか。難しいことはないのである。自らの国民の安心・安全のために作られた

法律は、まず、「守る・守らせる」これが法治国家の立法・行政の責務であろう。今のまま

だと「仏造って魂入れず」罰があたりますぞ。

歯科医療を守る国民運動推進本部 代表 脇本征男

質問攻め
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《編集後記》 追い風を受けて
海外委託問題が国会で初めて質問されたのは平成２０
年第１６９国会で櫻井充先生、これにつづき今回の第
１７４国会で２回目になります。
平成２０年櫻井充先生の質問に答弁した当時の舛

添厚生労働大臣が調査を約束、それによって国の研
究班が設けられ、厚生労働省科学研究費補助金、地
域医療基盤開発推進研究事業、「歯科補綴物の多国
間流通に関する調査研究・Ｈ２０・医療・一般・０
１８」平成20年度総括報告書８９ページ（研究代表
者宮崎秀夫）として平成２１年４月に発表されまし
た。
この報告の結論は、歯科技工の海外委託が歯科医

師の７．４％もあるのに、低いと判断しています。
また、「中国の輸出型大型技工所はＩＳＯを取得し
行程管理を行い歯科補綴物の材料には欧米の各認証
したものを使用していた」と述べていますが、「多
国間流通」のタイトルながら、中国の中小技工所や、
その他の国の視察報告が無く、日本の規格や資格に
適合したという報告も材料の分析報告もありませ
ん。結局、この報告では海外委託の歯科技工物が国
内の法的基準を満たして安全であるという内容には
なっていません。
今回の厚生労働委員会において水野智彦議員の質

問で、足立信也 厚生労働大臣政務官から「国外に
おける歯科補綴物の材料に関する分析や流通実態に
関する研究を実施していまして、ことしの５月にそ
れがまとまる予定でございます」また、「10月末ぐ
らいを目途に、トレーサビリティーが確保されるよ
うな、歯科医師が遵守すべき事項を、これまた作成
して周知したい」との答弁を引き出しています。
消費者問題に関する特別委員会では総括的に次の

ような核心を突く質問となっています。

１「歯科技工士法違反状態も海外だったらＯＫはおかしい」
２「検査機関を通さないで、有害材料や有害な歯冠を購入し
てもかまわないという事になっているのは、ほんとにお
かしい」

３ 「安易に海外技工を認めてしまった２００５年９月８日の
厚生労働省通達を撤廃」

４「ガイドラインづくりではなくて、材料は薬事法の基準に
合うもの、技工物の作成は歯科技工士法による資格を持
つ者が取り扱う」

厚生労働省に続き消費者庁も追求したところに大
きな進展が見られます。そして福島瑞穂大臣から、
有効な答弁を得ました。
これこそ、私たちも望んだ問題の原点であり、国会で

三党の質問が相次いだ事は歯科技工史上かってなかっ
たように思います。各政党、議員の先生方には過重なご
苦労に対し感謝の気持ちでいっぱいです。問題解決へ
の温かい追い風です。
国会議会質問外、質問主意書が多数提出されており、国
会で海外委託が重要な問題として扱われている事がわかり
ます。（本誌ではページ数の都合で主意書の掲載を割愛さ
せていただきました）
国会で政党を代表して質問したり、質問主意書を提

出するには、党内での厳しい検討が行われ、たくさんの
案件の中から重要なものが優先されるそうです。今回、
歯科技工の海外委託問題が取り上げられたことは、こ
の問題が国民にとって深刻な内容であることを表してい
ます。図らずも、民主、公明、共産、三党がほぼ同時に
質問された事に注目しなければなりません。そして、ど
の議員さんも、調査準備万端、詳しく，丁寧で，冷静に
政府を鋭く追求してくださいました。
これまで、週刊誌などで単発的に報道されてきました
が、ＴＢＳテレビの報道が政党までも動かしたと言えるで
しょう。多くの皆様がご覧になられるよう、私たちも事前
に情報を流しました。皆様もご覧になられたと思います
が、この報道により海外委託問題は国民に広く知れ渡
り、健康被害が懸念される社会問題として広がっていま
す。
このような時期に、この問題の当事者である我々に

は、その現場にいる者とし、自主的積極的活動が求め
られ、社会から期待されているのではないでしょうか。も
はや、他人ごとではありません。いまこそ、業界が一つ
になって活動し、歯科技工の海外委託から、国民の健
康被害を守ると共に、日本の歯科技工士制度の維持、
充実、発展のため、この問題を解決しなければなりませ
ん。
予定も考えも見えない上層部の指令を、ただ漫然と

待つのではなく、行動できるグループから力を入れてい
ただきたいと願わずにはおられません。親より子供が力
を合わせて大成した例はたくさんあります。何卒よろしく
お願い申し上げます。

(本部広報)

【収録元】 衆議院インターネットテレビ ビデオライブラー
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
２０１０年３月３１日 厚生労働委員会 水野智彦議員

２０１０年４月 ７日 消費者問題特別委員会 古屋範子議員 吉井英勝議員

（音声から文字化しましたので誤字等がありましたらお詫びいたします）
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